
は
比
べ
も
の
に
な
ら
ぬ
正
確
な
も
の
で
あ
る
。
因
っ
て
此
　
　
の
機
會
に
於
て
之
を
盛
夏
研
究
家
に
紹
介
し
て
鐙
く
。

明
治
天
皇
御
幼
時
の
御
重
患
に
就
て

留
學
士

醤
三
士

三
　
　
宅

三
　
　
宅

宗
　
詮

宗
　
雄

一、

言

　
吾
が
家
門
を
小
｛
兇
科
に
業
ご
す
る
事
，
父
に
於
て
」
既
に
九

代
、
初
代
宗
甫
晩
年
よ
り
習
癖
入
代
宗
甫
中
年
に
至
る
迄

代
々
當
地
妙
法
院
宮
法
親
王
御
側
欝
を
勤
仕
し
、
此
間
法

眼
、
法
橋
に
記
せ
ら
れ
た
る
者
四
人
、
一
門
の
共
に
叙
任
せ

ら
6
、
者
合
せ
て
九
人
を
緬
鼻
へ
、
特
に
召
さ
れ
て
皇
子
、
皇

女
の
拝
診
に
預
れ
る
事
二
代
三
度
に
及
べ
り
。
就
中
曾
租

父
七
代
宗
仙
が
由
・
す
も
畏
き
御
事
な
が
ら
朋
治
天
皇
御
幼

　
　
　
第
十
谷
　
　
雑
　
纂
　
　
明
治
山
畠
卿
幼
噂
の
御
重
患
に
就
て

名
肪
宮
様
と
聡
し
奉
り
し
頃
拝
診
仰
付
け
ら
れ
し
は
今
に

至
る
迄
子
孫
一
門
の
無
上
の
光
榮
こ
す
る
所
な
b
o
然
れ

共
晶
の
曾
租
父
舞
診
の
件
は
更
な
り
、
恐
多
く
も
明
治
天

皇
の
御
幼
跨
御
重
患
に
渉
ら
せ
給
ひ
し
事
實
は
明
治
の
世

に
す
ら
傳
は
ら
す
し
て
、
唯
吾
が
家
の
搭
載
こ
し
て
残
る

の
み
な
る
は
誠
に
恐
…
催
の
極
み
な
り
Q
吾
等
爾
入
叩
き
に

學
を
京
都
帝
國
大
學
欝
學
部
に
了
へ
、
將
に
古
言
の
三
業

を
畿
寄
せ
ん
ε
す
る
に
罵
り
、
病
臥
十
年
、
只
管
に
皇
室

の
萬
歳
を
の
み
所
願
し
奉
れ
る
父
叢
論
は
既
に
亡
き
数
に

　
　
　
　
　
　
、
．
，
第
三
號
　
　
　
七
九
　
（
四
一
七
）



　
　
　
第
十
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
明
泊
天
墓
御
幼
時
の
御
電
患
に
就
て

入
れ
る
母
の
霊
に
鋼
し
て
戚
謝
の
繋
り
に
、
且
ぱ
最
近
新

史
料
の
軍
事
實
を
確
認
す
べ
き
も
の
を
汐
見
し
た
る
を
機

と
し
て
、
叢
に
嘗
て
爾
親
健
在
の
羅
臼
夜
庭
訓
に
語
り
聞

か
せ
て
賞
誉
の
資
ご
せ
し
め
ら
れ
し
誓
事
實
を
草
し
て
敢

て
大
方
に
問
は
ん
ご
す
。

二
、
家

系

　
吾
等
嘗
て
文
學
士
中
村
徳
五
郎
氏
の
『
兇
島
高
徳
』
を

黒
み
し
に
、
書
中
第
三
章
「
高
徳
の
後
衛
」
中
衛
百
二
十
頁

な
る
「
諸
國
に
於
け
る
高
徳
の
後
喬
説
i
近
江
國
」
の
題

下
に
て
「
宮
下
氏
砂
留
宇
多
源
氏
系
圖
に
擦
れ
ば
、
高
徳

よ
り
高
光
、
光
義
を
経
て
（
中
略
）
定
次
の
子
堕
政
京
極
高

曇
に
仕
へ
、
貞
享
二
年
九
月
六
十
八
歳
を
以
っ
て
残
す
。

世
々
小
島
氏
を
興
し
子
孫
今
に
存
す
ご
云
ふ
。
蓋
し
近
江

に
住
す
る
鰍
分
朋
な
ら
す
」
ご
あ
り
。
然
る
に
姦
に
代
々

書
き
繊
ぎ
昇
れ
る
吾
が
家
の
系
圖
は
偶
然
に
も
正
し
く
右

ご
同
一
系
統
を
辿
り
定
次
後
は
定
政
の
弟
の
系
統
と
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
入
○
　
（
四
【
入
）

居
り
て
、
「
議
政
は
真
享
二
年
九
月
六
日
城
州
一
乗
寺
に
於

て
波
す
。
六
十
二
歳
。
法
名
得
閑
不
世
」
ご
記
さ
る
。
即

定
政
は
一
乗
寺
に
て
破
せ
る
事
明
か
な
）
。
但
高
光
系
統

が
高
徳
の
正
統
な
）
や
否
や
は
お
の
つ
か
ら
別
問
題
に
し

て
、
吾
が
家
の
家
譜
に
診
れ
ば
、
高
光
の
子
正
綱
、
兇
島

豊
前
守
新
田
義
宗
に
随
ひ
伊
豫
に
渡
る
。
三
代
後
光
義
見

島
近
江
守
、
長
享
元
年
江
陽
六
角
高
田
が
將
軍
義
尚
公
の

命
に
叛
き
し
時
、
高
頼
、
の
懇
招
に
依
り
、
豫
州
よ
り
江
州

に
移
る
。
其
の
子
定
義
、
江
州
蒲
生
下
郡
御
所
の
内
の
城

圭
ご
な
り
、
其
の
後
三
代
を
経
て
定
信
、
三
宅
内
藏
介
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ

陽
落
城
後
蒲
生
氏
郷
に
仕
へ
、
故
あ
り
て
小
島
を
小
島
ご

改
唱
す
。
其
の
子
定
徳
、
三
宅
藏
入
、
表
郷
殿
下
朋
柴
修

理
大
夫
京
極
高
知
に
仕
へ
、
定
次
、
三
宅
治
部
大
輔
縫
ぎ

て
京
極
丹
後
守
高
廣
に
仕
へ
、
前
記
定
政
平
定
満
三
宅
治

部
に
及
ぶ
。
定
満
破
後
、
桜
蘭
三
宅
仁
左
衛
門
尉
に
至
り

て
城
州
伏
見
京
町
六
丁
目
に
來
住
。
其
の
子
定
興
三
宅
吉

兵
衛
尉
ご
共
に
伏
見
寳
塔
寺
玉
泉
院
に
葬
ら
る
。
而
し
て



定
興
の
子
宗
甫
稠
良
に
至
り
て
始
め
て
京
師
に
出
で
y
慰

業
を
開
け
る
な
り
Q

三
、
欝
業
九
代

　
今
宗
甫
の
澱
を
業
こ
し
た
り
し
ま
り
後
九
代
の
略
歴
を

左
に
抄
出
せ
ん
。

　
悪
業
効
代
三
宅
宗
甫
、
名
ハ
扇
田
、
一
定
興
ノ
後
テ
穆
グ
。
元

　
文
二
年
八
月
奮
妙
法
院
領
地
城
州
愛
宕
深
大
佛
馬
町
鐘
饒
町

　
（
現
住
地
）
二
來
佐
シ
テ
悪
業
ヲ
開
キ
、
延
享
年
中
妙
法
院
宮
御

　
方
御
運
愚
亭
付
ク
ラ
ル
Q
此
ノ
聞
法
橋
二
酒
淫
シ
、
明
和
二
年

　
四
日
四
十
九
日
残
セ
リ
〇
七
十
二
歳
O

　
轡
業
二
代
三
宅
宗
仙
、
名
ハ
棚
下
、
父
稠
良
ノ
後
ヲ
糠
グ
。
難

　
元
天
皇
皇
子
妙
法
院
宮
故
一
晶
発
恭
法
親
王
ノ
鐸
診
ラ
仰
付
ク

　
ラ
レ
、
寛
延
二
年
五
月
五
日
、
功
二
依
リ
テ
特
二
侍
轡
二
御
召

　
抱
ア
リ
テ
御
近
習
旙
二
列
セ
ラ
ル
。
費
暦
二
年
＋
二
月
二
＋
減

配
青
斑
（
宣
旨
搾
ニ
ロ
宣
案
家
二
傳
フ
）
言
詮
年
一
万
＋
六
日
法
眼

二
駿
・
、
（
無
量
湘
3
同
八
年
五
月
六
二
・
。
辛

　
八
歳
。第

・
十
．
巷
　
　
雑
　
纂
　
　
明
澹
天
畠
御
幼
確
の
御
麓
患
に
就
て

醤
業
三
代
三
宅
宗
仙
、
名
ハ
課
方
、
父
稠
住
ノ
後
ラ
纏
ギ
、
明

和
五
年
妙
法
院
宮
二
出
仕
ス
、
閑
院
宮
一
品
大
宰
帥
典
仁
親
王

第
五
由
滋
子
時
宮
御
日
方
ノ
軽
門
診
テ
仰
付
・
グ
ラ
レ
、
安
・
氷
六
年
九
口
四

二
＋
合
法
橋
・
嚢
（
口
宣
案
塚
二
傳
フ
）
、
讐
禦
ハ
邸
チ
桃
園

天
皇
ノ
御
養
子
妙
法
院
宮
故
里
乱
妨
仁
法
親
王
ナ
リ
。
安
永
七

年
十
月
二
十
六
日
御
入
寺
以
後
侍
讐
ラ
仰
付
ク
ラ
ル
。
寛
政
四

年
二
月
二
・
猿
・
陞
叙
・
（
宣
旨
丼
二
宜
ロ
尊
家
二
段
フ
）
異
年
＋
二
月

畏
ク
モ
光
格
天
皇
第
二
皇
子
黙
劇
御
方
ノ
拝
診
テ
仰
付
ク
ラ
レ

御
生
母
督
ノ
侍
局
藤
原
頼
子
御
方
ヨ
リ
、
寒
中
舞
診
ノ
鯵
ラ

慰
シ
テ
御
白
絹
ヲ
賜
ハ
ル
。
當
時
侍
女
藤
岡
ヨ
リ
ノ
來
警
二
日

ク
、

み
や
け
そ
う
思
様

ふ
　
じ
　
田

な
ほ
く
幾
久
し
く
翼
々
年
も
ミ
観
ひ
ま
ゐ
ら
せ
候
め
で
た

く
か
し
く

督
の
す
け
襟
よ
り
串
せ
ε
の
御
事
に
お
は
し
ま
し
候
、
ま
つ

ノ
～
寒
中
こ
鴨
こ
の
ほ
か
ひ
え
ん
＼
敷
お
は
し
ま
し
候
、
い
よ

ノ
、
御
ま
へ
襟
に
も
御
さ
ゑ
ム
＼
し
く
御
入
成
候
て
，
め
で

た
く
お
ぼ
し
め
し
候
、
左
襟
候
へ
ば
俊
宮
様
に
も
ま
す
く

　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
入
㎜
　
（
四
｝
九
）



　
　
第
十
巷
　
雑
纂
。
明
治
天
畠
御
幼
確
の
郷
重
患
に
就
て

　
御
機
嫌
様
よ
く
成
ら
せ
ら
れ
候
て
御
目
出
度
添
な
う
存
候
、

　
寒
さ
の
時
分
御
う
か
黛
い
成
事
事
御
く
ろ
う
ミ
お
俵
し
め
し

　
候
誠
に
此
御
し
た
ぎ
恥
い
ぽ
ノ
＼
し
唐
事
な
が
ら
御
め
で
度

　
く
だ
さ
れ
候
、
め
で
た
く
か
し
く

固
割
時
二
B
野
凱
貝
枝
卿
ヨ
リ
モ
＃
粁
融
解
ラ
智
州
ス
ト
テ
晒
柑
齢
フ
レ
シ
懐
紙

二　
，
法
眼
宗
主

　
俊
宮
の
御
方
を
鐸
診
せ
し
を
竹
に
よ
せ
て
賀
し
て
、

　
　
陰
高
激
竹
の
園
生
に
往
そ
め
て

　
　
　
　
つ
か
ふ
る
末
を
契
る
久
し
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
從
一
位
資
枝

文
政
十
年
十
一
月
十
五
日
残
セ
リ
。
七
十
二
歳

瞥
業
四
代
三
宅
宗
甫
、
名
目
宅
部
、
父
野
方
隠
居
ノ
後
ヲ
鰹
グ

安
永
七
年
十
月
以
來
、
父
ト
同
ジ
ク
眞
仁
法
親
王
ノ
侍
讐
ラ
仰

撃
ラ
レ
、
天
明
七
年
有
＋
三
日
蕪
二
嚢
・
、
（
魏

録
）
畜
七
年
八
月
寸
吾
撃
リ
。
五
＋
義
。

讐
業
五
代
三
宅
宗
伯
、
名
酒
稠
永
、
諸
勢
房
ノ
後
ラ
糠
グ
。
文

化
元
年
正
月
元
日
妙
法
院
宮
二
出
仕
シ
、
同
八
年
九
月
七
日
残

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
入
事
　
（
四
二
〇
）

セ
リ
。
二
十
四
歳
頃

醤
業
六
代
三
宅
宗
賢
、
名
ハ
稠
幸
、
兄
稠
永
ノ
跡
相
綾
。
文
化

十
年
十
日
月
十
五
日
妙
法
院
宮
二
幽
仕
シ
、
同
十
四
年
八
月
二

十
踊
日
残
セ
リ
。
二
十
八
歳

聖
業
七
代
三
宅
宗
仙
、
名
ハ
稠
懸
、
兄
稠
幸
ノ
後
ラ
纏
グ
、
文

化
十
四
年
十
二
月
五
臼
妙
法
院
宮
二
出
仕
シ
、
光
絡
天
皇
御
養

子
妙
法
院
宮
故
一
品
教
仁
法
親
王
ノ
侍
讐
ラ
仰
付
ケ
ラ
レ
、
文

政
十
年
八
月
二
十
六
日
一
翼
ク
モ
光
無
い
天
白
皿
白
蕊
三
見
ユ
日
宮
獅
　
方
〃
ヲ

曇
華
院
竹
工
所
感
於
テ
拝
診
仰
付
ケ
ラ
ル
、

　
一
、
宗
仙
手
記
（
以
下
「
」
内
ハ
験
損
ノ
タ
メ
原
文
不
明
ナ

　
　
リ
。
挿
入
ノ
文
字
ハ
推
定
ノ
ミ
）

　
　
「
文
政
」
十
・
年
盗
汗
、
「
八
州
月
乱
力
」
六
日
朝
M
四
ッ
時
ス
丁
時
二
、

　
「
竹
」
御
所
、
「
見
音
」
宮
御
方
、
窺
被
仰
付
，
「
？
」
ノ
時
、

　
　
昇
診
致
シ
，
「
？
」
有
、
飾
宅

　
　
　
　
七
代
目
　
三
宅
宗
仙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
拾
凱
歳

　
一
、
結
城
丹
〃
波
川
守
旧
リ
ノ
・
來
書
二
臼
ク

　
　
　
「
上
峡
損
」
啓
達
落
磐
者



　
　
「
見
昔
官
御
方
」
御
違
例
中
潮
診
，
「
被
仰
藤
野
」
二
付
駕
御

　
　
會
繹
御
目
、
「
録
之
通
」
金
試
百
疋
被
下
之
候
間
、
「
御
承
知

　
　
可
」
有
之
候
、
右
申
入
度
、
「
撃
殺
二
」
御
座
候
、
以
上
「
九
」

　
　
月
十
日

　
一
、
同

　
　
「
追
い
里
宮
御
方
御
機
嫌
能
被
、
「
鋏
損
」
得
共
、
御
用
之
儀

　
　
有
之
候
間
、
「
只
」
能
事
滲
候
襟
肩
よ
り
被
仰
出
候
、
「
訣

　
　
損
」
如
斯
御
座
候
、
以
上

　
　
「
九
」
n
月
十
六
日

　
一
、
藤
木
患
朋
守
ヨ
リ

　
　
「
見
音
」
宮
機
御
違
例
中
、
「
被
」
成
御
勤
候
引
付
、
金
子
、

　
「
コ
封
」
被
下
之
候
旨
被
渡
候
、
「
早
漣
」
工
種
申
入
之
塵
、

　
　
乍
略
、
「
儀
以
書
」
致
進
蓬
候
、
価
此
段
、

　
　
「
九
」
月
仕
’
三
日

　
　
「
右
」
落
手
書
心
遣
候
様
二

　
　
「
言
損
」
以
王

更
二
嘉
・
氷
六
年
正
日
μ
十
九
日
畏
ク
モ
孝
…
明
天
白
王
白
正
子
二
宮
御
方

テ
御
養
育
殿
中
由
家
四
馬
テ
拝
診
仰
付
ク
ラ
レ
白
銀
三
爾
テ
下

　
第
十
谷
　
　
雑
　
盤
　
　
明
治
天
畠
御
幼
時
の
御
露
患
に
就
て

●

賜
サ
ル
。
コ
レ
ゾ
串
ス
モ
恐
多
キ
御
事
ナ
ガ
ラ
明
治
天
皇
ニ
テ

在
シ
マ
シ
』
ナ
ル
。
同
闘
牛
六
月
十
・
六
日
残
セ
リ
。
五
十
八
島
威
。

馨
業
八
代
三
宅
宗
甫
、
名
ハ
重
瀬
、
父
稠
懸
ノ
後
ラ
機
グ
。
嘉

、
水
六
年
八
月
十
・
五
日
口
妙
法
院
富
＝
一
出
仕
シ
、
㎜
脚
治
二
和
†
十
一
月

十
九
日
京
都
府
御
用
讐
ラ
舞
命
シ
、
同
五
年
六
月
二
十
五
口
京

都
府
御
用
馨
テ
発
ゼ
ラ
レ
テ
、
專
ラ
自
宅
ニ
テ
開
業
シ
、
同
＋

七
年
五
月
二
H
残
セ
リ
。
四
十
五
歳
。

讐
業
九
代
三
宅
宗
淳
、
幼
名
順
之
助
、
父
重
順
ノ
跡
ラ
種
グ
。
’

明
治
十
九
年
六
月
山
尿
都
、
府
…
立
讐
墨
・
校
ラ
ぬ
牛
業
シ
、
一
同
年
九
朧
月
小

児
科
專
門
馨
開
業
。
大
正
四
年
七
月
藤
…
濫
血
症
二
罹
リ
爾
來
專

ラ
一
静
養
二
野
ム
。

因
に
霊
前
初
代
よ
り
営
営
八
代
に
至
る
迄
代
々
當
地
鳥

邊
山
實
報
寺
に
葬
る
。

四
、
曾
組
父
の
光
影

　
嘉
永
五
年
壬
子
九
月
二
十
二
日
明
治
天
皇
御
幼
名
肺
宮

様
と
聡
し
奉
り
（
御
生
母
中
山
纏
典
侍
局
慶
子
御
方
即
ち

後
の
從
｝
位
御
局
な
り
）
御
里
亭
中
山
殿
に
て
、
御
降
誕

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
八
三
　
（
四
二
一
）

チ



　
　
　
第
＋
巻
　
総
纂
　
明
治
天
畠
郷
朗
隠
の
御
震
意
に
就
て

あ
り
し
が
、
翌
六
年
正
月
、
恐
多
く
も
御
違
例
に
て
、
漸
次

御
重
態
に
渉
ら
せ
給
ひ
、
瓦
葺
等
に
笄
診
を
仰
付
け
ら
れ

し
か
ば
、
何
れ
も
恐
催
し
て
旗
重
に
伺
候
し
奉
り
し
か
ざ

其
甲
斐
も
な
く
、
愈
御
危
急
ご
舞
せ
ら
れ
た
り
○
其
際
中

山
忠
能
卿
（
心
外
租
父
大
納
言
）
の
果
漸
に
よ
り
て
民
問
の

町
醤
を
選
抜
せ
ら
る
、
事
こ
な
り
、
時
は
之
れ
正
月
十
九

日
号
曾
租
父
七
代
宗
仙
は
圖
ら
す
も
御
召
を
蒙
れ
り
。
宗

仙
謹
み
て
御
請
串
上
げ
、
姑
ら
く
あ
り
て
家
族
に
告
ぐ
る

や
う
吾
が
家
醤
を
業
ご
す
る
己
ご
累
世
、
然
る
に
今
日
の

恩
命
洵
に
一
身
の
光
榮
の
み
に
あ
ら
ず
、
家
門
の
名
山
を

永
く
子
孫
に
傳
へ
ん
が
た
め
吾
れ
は
微
纒
を
捧
げ
て
必
ず

御
準
癒
を
誓
ひ
翠
ら
ん
こ
て
、
齋
戒
沐
浴
し
宅
を
出
で
ん

ご
し
て
、
蒼
皇
家
族
ご
水
盃
を
な
し
永
訣
の
意
を
示
せ
り

一
同
其
何
の
意
な
る
や
を
解
せ
す
、
只
獣
々
ご
し
て
涕
涙

に
咽
べ
り
。
是
れ
恐
ら
く
は
宗
仙
早
旦
後
、
萬
々
一
御
釜

命
あ
ら
せ
ら
れ
ざ
る
飾
は
、
潔
く
膚
絆
し
て
御
詫
仕
る
導

く
。
若
し
叉
幸
に
し
て
吾
が
家
法
藥
の
致
を
奏
し
て
御
撰

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
醗
　
　
　
八
四
　
（
四
ニ
ニ
）

復
を
馨
し
奉
る
ご
も
諸
醤
官
等
の
妬
み
深
く
し
て
不
慮
の

災
害
に
遭
ほ
ん
も
量
り
難
し
ご
て
訣
別
を
告
げ
し
な
ら
ん

歎
。
宗
仙
夫
よ
り
急
ぎ
駕
輿
を
走
ら
せ
中
山
殿
に
赴
き
て

　
舞
註
し
、
一
意
離
心
皇
子
の
御
情
の
御
李
癒
あ
ら
せ
ら
れ

　
て
御
健
か
に
御
成
重
み
ら
ん
事
を
の
み
思
詰
め
痛
く
心
帥

　
を
廻
せ
り
、
然
る
に
さ
し
も
御
重
態
な
り
し
玉
膿
に
は
爾

．
駕
御
経
過
御
順
調
に
て
引
耀
き
御
快
癒
遊
ば
さ
れ
た
り
。

　
加
之
御
成
長
後
に
は
王
政
復
古
の
鴻
業
を
も
無
げ
さ
せ
給

　
ひ
、
宇
内
に
並
び
な
き
英
明
の
君
ご
仰
が
れ
給
へ
り
。
宗

　
仙
は
拝
診
後
号
重
ね
て
褒
殿
の
御
命
を
蒙
り
さ
て
は
典
轡

　
に
任
官
せ
し
導
べ
き
事
に
つ
き
て
優
渥
な
る
御
内
旨
を
さ

　
へ
傳
へ
さ
せ
ら
れ
し
も
、
病
ん
で
起
つ
こ
ご
能
は
す
、
止

　
む
な
く
御
命
を
舞
坐
せ
り
。
然
る
に
御
生
母
中
山
権
典
侍

　
局
慶
子
御
方
に
は
、
宗
仙
の
墾
冷
せ
ざ
る
は
、
或
は
血
ハ
欝
の

妬
み
を
避
け
ん
が
崇
め
、
疾
病
に
託
す
る
も
の
に
雰
ざ
る

　
か
ご
疑
は
れ
密
か
に
態
々
病
氣
見
届
に
ご
て
、
現
住
大
佛

　
馬
町
宅
茅
屋
に
御
柾
駕
あ
り
て
親
し
く
宗
仙
の
病
床
に
臨



・
ま
れ
、
今
…
度
押
し
て
墾
澱
あ
れ
ご
御
懇
に
促
し
給
ひ
し

ご
承
は
る
。
其
後
同
年
六
月
宗
欝
病
革
り
て
覧
に
五
＋
八

歳
を
以
そ
残
せ
う
。

　
　
　
五
、
墾
考
史
料

最
後
に
吾
等
は
蜘
の
諸
墾
考
史
料
に
よ
り
て
多
年
吾
が

家
に
の
み
秘
し
て
傳
へ
し
事
實
め
孟
夏
に
し
て
、
畏
く
も

明
治
天
皇
の
御
幼
名
肪
宮
殿
ご
堕
し
奉
り
し
頃
御
重
態
に

渉
ら
せ
給
ひ
し
御
事
の
溢
は
せ
し
こ
ご
を
説
か
ん
ざ
す
る

も
の
な
り
。

　
U
、
拝
診
の
節
用
ひ
し
乗
輿
は
既
に
大
破
せ
る
も
、
藥

　
　
籠
は
今
猶
ほ
大
切
に
保
存
す
。

　
二
、
宗
仙
弟
柳
澤
方
介
よ
り
拝
診
の
際
祠
饅
頭
を
購
り

　
　
し
に
調
す
る
禮
歌
左
の
如
し
。

　
　
　
徐
寒
上
敷
時
候
、
堅
肥
、
御
薪
服
奉
賀
候
、
誠
に

　
　
　
先
便
は
禁
朝
之
皇
子
舞
診
之
儀
被
片
聞
、
馨
業
之

　
　
　
．
最
上
無
此
上
仕
含
に
町
制
候
、
在
方
親
類
ご
面
談

　
　
　
錐
十
巻
　
　
難
　
纂
　
　
明
治
夷
嘉
御
幼
暗
の
御
震
患
に
就
て

　
．
一
統
大
慶
至
極
に
奉
答
候
、
其
節
は
饅
頭
御
恵
投

　
下
下
、
直
様
霊
前
へ
御
薩
廻
向
仕
候
、
云
云

　
　
二
月
三
日
　
　
　

柳
澤
方
介

　
三
宅
大
兄
人
々
御
中

一、

ｻ
門
涙
本
山
當
地
要
法
寺
前
四
強
日
生
上
人
贈
與

の
一
書

　
聞
道
眞
訣
糧
嚢
倉
　
　
煉
丹
砂
爵
養
生
方

　
入
選
妙
術
龍
宮
秘
　
　
既
至
天
朝
当
方
良

　
　
壬
子
九
月
賢
一
日
之
爲
御
降
誕

　
　
皇
子
馨
師
三
宅
宗
仙

　
　
ヂ
常
御
願
之
下
野
蒙

　
　
天
元
而
贈
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↑
　
種
家

　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
日
　
生
圃

一、

苣
ｶ
母
中
山
慶
子
御
方
よ
り
慰
勢
の
御
思
召
ご
あ

　
り
御
乳
人
の
名
を
以
て
自
銀
三
甥
御
下
賜
相
成
b
し

　
御
包
紙
一
包
左
の
如
し

　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
入
営
（
四
二
三
）



第
十
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
萌
治
天
叢
御
幼
暗
の
御
重
患
に
就
て

　
　
　
　
　
鮪
宮
様
御
乳
よ
り

　
自
銀
　
　
三
　
両

馬
町
三
宅
二

一
、
鳥
追
機
御
側
日
記
（
中
山
侯
欝
家
所
藏
謹
寓
。
忠

能
卿
の
母
堂
福
光
院
綱
子
刀
至
自
筆
。
但
し
左
の
文

は
皆
忠
能
卿
墨
筆
書
入
の
記
事
な
り
。
）

嘉
永
六
年
四
月
九
日

　
一
、
母
義
よ
h
・
宮
御
人
お
つ
る
招
に
て
色
々
之
凶
目
有

　
之
、
此
内
三
宅
宗
仙
窟
比
又
々
爲
伺
之
機
申
來
，

　
　
一
分
之
所
存
に
て
も
な
き
襟
と
の
事
也
。

同
十
日

　
一
、
典
侍
殿
へ
［
U
　
よ
り
文
に
て
三
宅
の
事
彌
々

　
内
々
出
産
宜
や
、
去
月
廿
碍
藤
木
の
申
條
も
有
之

　
候
間
、
爲
念
尋
鐙
候
庭
、
内
々
に
て
爲
伺
候
標
、

　
尤
此
度
は
筆
頭
へ
も
内
々
心
得
に
被
串
麗
由
・
也
、

　
〇
三
宅
へ
千
歳
に
て
斎
院
、
大
病
後
未
二
全
快
、
　
一

　
　
　
　
　
　
務
曙
三
選
い
　
　
　
八
六
　
（
四
二
四
）

　
南
紅
に
は
難
伺
、
術
少
々
に
て
も
快
次
策
可
伺
巾

　
由
也

同
十
一
目

一
、
典
侍
殿
へ
三
宅
へ
可
順
調
、
且
筆
頭
へ
内
々
心

　
得
被
乾
臨
、
先
貸
安
心
候
、
併
去
月
一
件
も
全
御

　
ヒ
伏
見
宮
彼
是
串
出
勤
よ
り
事
襲
候
由
に
付
、
御

　
ヒ
へ
も
内
命
有
之
候
楼
致
度
旨
申
入

同
十
二
日

一
、
典
侍
殿
よ
り
艶
々
三
宅
内
々
伺
さ
れ
候
様
、
藤

　
木
伊
勢
守
よ
り
御
ヒ
へ
も
内
々
心
得
一
に
串
置
候
よ

　
し
、
丈
に
て
大
納
言
へ
申
來
、
．
御
用
掛
へ
も
内
々

　
被
串
由
也

一
、
御
用
掛
へ
内
々
大
納
言
よ
り
一
昨
日
申
麗
候
事

一、

苣
｢
話
卿
へ
内
々
以
文
申
入
候
予

備
　
考

　
　
典
侍
殿
は
大
典
侍
中
山
績
子
局

　
　
藤
木
は
典
藥
藤
木
伊
勢
守



　
　
　
　
大
納
言
は
中
山
忠
能
卿

　
　
　
　
御
用
掛
は
澤
村
出
雲
守

　
　
　
　
御
世
話
卿
は
東
坊
城
聰
長
卿

　
今
や
曾
祓
父
去
り
て
・
七
十
年
。
中
山
卿
の
御
奔
走
も
塞

し
く
途
に
報
ず
る
所
な
く
、
蓮
き
普
の
名
残
と
そ
な
れ
る

は
誠
に
恐
多
き
極
み
な
わ
こ
す
。

第
十
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
朔
治
天
皇
御
幼
昧
の
御
露
患
に
就
て

第
三
聾

入
七
　
（
四
二
五
）


